
春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する業務委託契約について、春日部市契約規則（平成１７

年規則第１２６号）第２２条の規定による最低制限価格の基準を設定するに当り必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 業務委託契約 建物の清掃、警備、電算業務その他役務の提供に係る契約をいう。 

(2) 有効な入札価格 予定価格を超えるもの及び予定価格に１００分の７０を乗じて得た

額（円未満切上げ）未満のものを除く有効な入札価格をいう。 

 （対象となる業務委託契約） 

第３条 第２条に掲げる業務委託契約のうち、労務単価の積み上げが主となるもので、当該

業務委託の事務を所掌する課の長が定めるものについて適用する。 

（最低制限価格の算定方法） 

第４条 最低制限価格は、無効となった入札を除き有効な入札価格を平均した価格（円未満

切捨て）に１００分の８０を乗じて得た額（円未満切上げ）又は予定価格に１００分の７

０を乗じて得た額（円未満切上げ）のいずれか高い額とする。ただし、入札に参加した者

が５者未満の場合は、予定価格に１００分の７０を乗じて得た額（円未満切上げ）とする。 

（適用方法） 

第５条 最低制限価格の適用方法は、最低制限価格以上の最低価格入札者をもって落札者と

する。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、変動型最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 （春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領の廃止） 

２ 春日部市業務委託変動型最低制限価格制度事務取扱要領（令和２年４月１日制定）は、

廃止する。 



（経過措置） 

３ この要領に定める事項について、令和５年３月３１日以前に公告又は指名通知を行った

ものは、従前の例による。 


